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Ⅰ．防災組織 

（１）生徒在校中の教職員の組織および任務 

校 長…総指揮、情報収集、確認、緊急会議招集、区教委と連絡 

副校長…校長任務の補佐、諸計画、保護者への周知（校門掲示） 

担 任…生徒数確認、情報の伝達、教室の整備（危険物など） 

副担・主事…出入口、通路等の安全確保、火気停止の点検など 

安全指導係…地域別班編制、書類保管 

 
（２）指揮系統 

 

 

警戒警報発令時、校長室集合 

 

初期消火、火の始末、防火扉、ガス元栓、 

ブレーカー、コンセント 

 

避難経路確保、非常口の確保、避難誘導、 

残留生徒確認、人員点呼、交通整理 

 

危険箇所確認、被害状況報告 

実験薬品、ガス・落下物注意 

危険箇所と状況の把握（浸水・液状化） 

法定表簿、重要物件・書類の搬出・保管 

 

残留者救出保護・応急手当、救急連絡  

 
一 時 本 部 

 

  

 
校 長 

 副校長 

 

（本 部） 

119番通報 

指示･伝達 

 

   
初期消火班 

 

   

 

 

 

 

 
避難・誘導班 

 

 

  
 

安全点検班 
 

 
 
 
 

非常持ち出し 
 

 
 

 
救出・救護班 

 
  

 

（３）分担 

一 時 本 部 ◎校長、副校長、主幹教諭、安全指導担当教諭 

初期消火班 ◎生活指導主任、生活指導部教諭 

避難・誘導班 ◎安全指導係、学級担任または教科担当教輸 

安全点検班 ◎進路指導主任、進路指導部教諭、理科教諭、用務主事、調理主事 

非常持ち出し班 ◎教務主任、教務部教諭、事務担当主任及び主事 

救出・救護班 ◎保健主任、保健・給食担当教諭、副担任または空き時間教輸 

（家庭連絡） ◎学級担任、（副担任） 
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Ⅱ．緊急時の対応 

１ 地震・火災対応 

（１）緊急避難方法の通報 

① 放送（職員室） 

② 非常ベル、緊急放送警報装置（主事室） 

③ 以上すべてが使えないとき、あるいは徹底できない場合は、ハンドマイクを使用。 

（２）避難経路 

混乱を避けるため、原則として訓練時に定められている階段（東階段 西階段 非常

階段）を使用して避難する。いずれかの階段が使えない状況の時は、教職員の指示に従

って、別の階段を使用する。 

（３）注意事項 

① 上履きのまま、一切の持ち物を持たずに行動させる。 

② 押さない、駆けない、喋らない、戻らない。（「おかしも」の徹底） 

③ 学級担任（授業中であれば教科担任）が出席簿を持つ。 

④ 身体的にハンディがある生徒に対しての助力者を指示する。 

⑤ 階段が使用不可能な場合は、脱出用救助袋を使用するが、完全に固定されたという合

図があるまで待機し、慌てず一人ずつ指示に従い脱出させる。 

⑥ 校庭に避難後、担任が点呼し学年主任に報告。学年主任は本部（副校長）に報告す

る。 

⑦ 次の指示まで、しゃがんで待機させる。 

⑧ 広域避難所（篠崎公園・江戸川緑地）への避難が必要な場合は、交通状況を把握し、

安全に留意し団体行動をさせる。 

＜火災の場合＞ 

⑨ 窓は閉め、カーテンは開けて校庭に避難させる。ハンカチなどで、口を覆い、煙を吸

い込まないように指示する。 

＜地震の場合＞ 

⑩ 揺れが継続している間は、机の下に身を隠させ、ゆれがおさまってから指示し行動さ

せる。窓を開け、カーテンは閉めて校庭に避難させる。ただし、状況に応じて、校庭

非難をさせずに教室で待機させる場合もある。 

（４）保護者引き渡しについて 

地震発生後の保護者への引き渡しについては以下の基準にしたがって行う。 

震度５強以上の場合は、保護者（もしくは保護者に準ずる責任ある者）が引き取りに

来るまでは、学校に待機させる。 

震度５弱以下および、警戒宣言の発令時は、原則として集団下校をさせる。ただし、

保護者が帰宅困難であると事前に届出がある場合は学校で待機させる。 
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（５）地域別班 

地 域 班 住  所 

椿 南 １班 春江町３丁目２４～３３ 

椿 南 ２班 春江町３丁目３４～４４ 

椿 南 ３班 春江町 3丁目 45～52､瑞江 3丁目 1～42 

椿 北 １班 春江町２丁目１～３、５～１０ 
椿 北 ２班 春江町２丁目１１～３６ 

椿 北 ３班 春江町２丁目３７～50､瑞江１丁目 1 、４～6  
椿 北 ４班 春江町２丁目４(椿住宅) 
谷 河 内 北 篠崎町 7･8丁目、谷河内 1 丁目、鹿骨 1･2丁目 

谷河内南 １班 瑞江１丁目２～３、７～４５ 

谷河内南 ２班 瑞江 1丁目 46～65、谷河内２丁目、篠崎町６丁目 

新堀・春江町団地 １班 新堀１丁目 

新堀・春江町団地 ２班 新堀２丁目､春江町１丁目１～３ 
そ の 他 上記以外に居住の生徒 

２ 不審者対応 

（１）学校での指導事項 

① 人通りが少ない所や暗い場所にはできるだけ行かないようにする。 

② マンション等のエレベーターに乗る場合には、ボタンの近くに立ち壁に背を向け、不

審な人が乗ってきたらすぐ降りるようにする。 

③ マンション等、自宅への出入りに際して、近くに見慣れぬ不審な人がいる場合は、特

に注意をする。 

④ 不審者に遭遇した場合は大声を出し逃げる。近くの家や人に助けを求める。 

⑤ 交番や「子ども 110 番の家」等、緊急避難できる場所を確認しておく。 

⑥ 警視庁ホームページに出ている「防犯チェックポイント～子どもを犯罪から守るため

に～」等を参考にして、自分自身で犯罪から身を守ることを考えさせる。不審者に出

会った場合は、体格や服装の特徴を覚える。 

⑦ 不審者が車やバイクに乗っている場合は、ナンバーも覚えておく。 

⑧ 塾等で夜間に外出する場合には、できるだけ複数で行動し、遠回りでも安全な道路を

通るようにする。 

⑨ 被害にあった場合は、本人または保護者がすぐに警察に連絡する。 

⑩ 区から配信される「えどがわメールニュース」サービスを利用すると、最新の防犯情

報に加え、災害情報を得ることができる。区のホームページから登録できる。 

⑪ 住所、電話番号を聞くような不審電話には、答えずにすぐ切る。 

（２）対応マニュアル 

①日常の校内の危機管理体制について 

不審者等の侵入を防止するため、学校関係者以外の訪問は来校者ノートに記名しても

らい、来校者カードを身に付けてもらう。学校関係者以外の来校者にはあいさつし、来

校者カードの有無にかかわらず、声をかける。 
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②不審者が校内に侵入した場合について 

ア 近くの非常ベルを押し、緊急事態であることを知らせるとともにすぐに副校長（職

員室）に連絡する。放送可能な教員は緊急放送をする。 

イ 教職員が不審者に遭遇した場合、可能な範囲で上の階に行かないようにする。（争

ったり、挑発したりしない。） 

ウ すぐに生徒が避難する必要があると判断した場合、担任や教科担任は生徒に大声で

指示を与え、体育館等安全な場所に避難させる。体育館等に避難する場合は、経路

に従って学級担任または教科担任が誘導し避難させる。体育館等に避難することが

困難だと思われる場合やすぐに下校させる必要がある場合は、可能なかぎり地域別

班で下校させる。緊急を要する場合は安全を確認した上でそのまま数名のグループ

を作って下校させる。 

エ 体育館等に避難する場合は、静かに速やかに出席番号順に全校朝礼の隊形に並ば

せ、学級担任が人員点呼をし、副校長(不在の場合は生活指導主任)に報告をする。 

オ 体育館の入口は必ず複数の教員を配置し、不審者の体育館への侵入を防ぐ。 

カ 教室に不審者が侵入した場合、その教室の担当教員は大声で「緊急、緊急」と叫

び、近くの非常ベルを押す。近くの教室に緊急事態が起こったことを知らせる。 

キ 教室内では、生徒の安全と避難を第一とし、生徒を無事に教室から避難させた後、

教室担当の教員は周りに緊急時であることを知らせるため「緊急、緊急」と叫びな

がら避難する。事態を把握した他の教員も同じ行動をとる。 

ク 部活動の途中に避難が必要になった場合も、部活顧問が生徒に指示を与え、避難さ

せる。下校させる必要がある場合は、数名のグループを作って下校させる。 

 

 

＜緊急放送＞ 
 

  

チャイムを２回鳴らし、「○○先生、体育館へお願いします。」 

（○○副校長名→緊急時を意味する  体育館→避難場所を意味する） 

チャイムを２回鳴らし、「先生方に連絡します。○○○に荷物が

届いております。」 

（○○○→不審者が侵入した場所を意味する） 
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３ 事故対応 

（１）事故現場での対応体制 

事故発生 

 

 

 

・発生の事態や状況の把握 

・近くの子どもの安全確保 

・協力要請や緊急通報 

・負傷者の把握と応急手当 

  

  

  

  

  

 

 

 

・事故発生の通報 

  

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊被害の状況や緊急度に応じて  

緊急対策委員会や緊急職員会議を行う。  

発見者 

近くの教職員等 
 

◎ 通報内容 

  いつ      （時刻） 

  どこで    （教室、校庭など） 

  だれが    （学年 組 名前） 

  どうして  （原因）  

  どうなった（意識、外傷など） 

＊状況により、事故の目撃者からの情報を

得る。 

 

 

・事態や状況の 

把握、判断 

・対応、指示 

・連絡、報告 

 

・負傷者の保護 

・症状の確認 

・応急手当 

学校医 

 

 

・生徒の避難誘導、安

全確保 

・危険に対する防御 

・状況事実確認 

・被害の防止 

教職員 
校長 

（副校長） 

養護教諭 
 

指示 

 

報告 

指示 

 

報告 

相談    指導 

保護者 
警察の出動要請

（110番） 

教育委員会 

救急車の出動要請 

（119番） 

報告・相談  指導 

医療機関

関 

付添搬送 
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 （２）事故発生時の係分担  

係 担 当 内 容 

 

総指揮 

 

校 長 
・事態や状況の把握、判断 

・副校長、教職員、養護教諭等への指示 

・防御、避難誘導の指示 

 

通報連絡 

 

 

副校長 

 

教務主幹 

 

・救急車の出動要請 

・警察の出動要請 

・保護者への連絡 

・教育委員会への報告 

・報道機関との対応 

・記録 

避難誘導 
学級担任 

教科担任 

・避難場所への誘導 

・避難場所での安全確保 

防 御 副担任 ・暴力の抑止と被害の防止 

 

救護活動 

 

 

養護教諭 

 

・負傷者の保護 

・症状の確認 

・応急手当 

・健康状態の把握 

・心のケア 

 

 （３）事故発生後の報告と事後処理  

  ①教育委員会への報告 

    事故発生後できるだけ速やかに、教育委員会に報告する。 

 

事故発生  事故発生状況の調査  事故報告書作成  教育委員会 

                                  事故直後 電話にて第一報 
 

 ②日本スポーツ振興センター申請手続き 

    ・重大な事故の場合は、指導計画・内容、当日の状況等の詳細な報告を求められる。記録は

正確にとり長期にわたって保存する。 
 

  ③記録の管理 

    ・事故発生の状況や措置について、時系列で記録する。 

    ・記録は添付書類（指導計画、指導内容等）とともに長期保存をする。 
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  ④一般生徒への指導 

    ・一般生徒が不安に陥ることのないよう配慮する。 

    ・事故の概要について可能な範囲で、できるだけ早く説明する(全校集会等)。 

・安全対策を再点検するなど再発防止について指導を行う。 

   

⑤対外折衝 

    ・無用の混乱を避けるために、窓口を一本に絞って管理職が行う。 
 

  ⑥保護者への説明 

    ・重大な事故の場合は、事実と異なった内容が流れ、不安や混乱を招く恐れもある    の

で、校長と教育委員会は連携を図りながら、必要と認めた場合に保護者への説    明の

場を設定する。電話連絡網を使用する場合は連絡内容を簡潔にし、正確に伝    わるよ

うにする。 

 

緊急通報マニュアル   救急車を要請する場合 

◎「１１９」をダイヤルする。  
 

※「こちら消防庁。火事ですか、救急ですか。」 

・「救急車をお願いします。」 

・「江戸川区立春江中学校です。」 

・「住所は江戸川区春江町２－４７－１です。」 

・「電話番号は、０３-３６７８-９２４１です。」 

・「けが人(病人)は 中学○年生、男（女）子、(けがの起きた状況)」 

・「症状、けがの状態は  〇 〇 〇 〇  で す 」 
 

正門を開け、通りに出て、救急車が到着したら案内をする。 

 
 （４）交通事故に遭った場合  

① 交通事故にあった場合は、警察や保護者への連絡、負傷者がいる場合は救急隊への連

絡をすぐに行う。外傷がなくても強い衝撃を受けた場合は、医師の診断を速やかに受け

ることを指導する。 

② 交通事故が発生した場合、その交通事故の当事者である運転者および乗務員は、負傷

者に対して可能な応急処置を行わなければならないことを理解させる。当事者となった

場合は周囲の人の協力を仰ぎながらできる範囲で応急処置に携わせる。 
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４ 熱中症対応 
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５ 食物アレルギー対応 
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